
裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告書案 

 

４ 評価の手続 

(1) 評価者 

  審議会意見は，「第一次的な評価権者を明確化すべきである。」

としている。この点に関する裁判官の意見の中には，評価者を，地

方裁判所・家庭裁判所所属の 裁判官については地方裁判所長・

家庭裁判所長，高等裁判所所属の裁判官については高等裁判所

長官とすべきであるとする意見や，部総括裁判官とすべきである 

とする意見が見られ，また，裁判官会議又は評価のために設置さ

れる委員会とすべきであるとの意見も見られる。評価者を重層的に

設けることやいわゆる多面的 評価の採否も検討する必要がある。

当研究会は，このような意見等を踏まえつつ，我が国と同じくいわ

ゆるキャリア・システムが採られているドイツ及びフラン スの実情

等も参考にしながら，評価者について検討した。 

（注）「評価者」という用語について 

 審 議会意見においては，「評価権者」という用語が用いら

れている。しかし，下級裁判所の裁判官の人事は，最高裁判

所の行う司法行政事務の一環として，最高裁 判所の裁判官

会議により決定することとされ，人事評価は，その人事決定

のための資料としての役割を果たすという位置付けとなって

いる。したがって，ここで 問題となっている評価の主体は，被

評価者に関する評価情報を提供する立場にとどまるものであ

る。また，裁判官の人事評価においては，前記（第２・６(2)， 

第４・１）のとおり，適材適所の配置をするために裁判官がい

かなる適性を有するのかを知ること等に主眼があるのであり，

短期的な明確なランク付けが要請さ れているわけではない。

こうしたところからすると，「評価権者」という用語よりは，「評

価者」という表現の方が実態に即している。そこで，本報告書

におい ては，「評価者」という表現を用いることにする。 

（注）評価者に関する裁判官の意見 

 大別して，①地方裁判所・家庭 裁判所所属の裁判官につ

いては地方裁判所長・家庭裁判所長，高等裁判所所属の裁

判官については高等裁判所長官とする考え方，②部総括裁

判官とする考え方， ③裁判官により構成される委員会又は

裁判官会議とする考え方，④裁判官の相互評価とする考え



方に分かれる。③と④の考え方は少数であり，①の考え方と

②の 考え方とでは①の方が多い。 

 ①の考え方（地方裁判所・家庭裁判所所属の裁判官につい

ては地方裁判所長・家庭裁判所長，高等裁判所所属の裁判

官については高等裁判所長官とする考え 方）を支持するも

のとしては，「個々の裁判官に関する情報を広く収集すること

ができるので，総合的な判断が可能となる。」，「部総括裁判

官等からも情報収 集することにより，個々の裁判官を評価

することは可能である。」，「多くの裁判官を対象として評価す

ることから，客観的な評価が可能となる。」等がある。 これに

対し，「個々の裁判官を十分把握できるのか疑問がある。」，

「特に大規模庁では，個々の裁判官を十分把握できないおそ

れがある。」，「上からの一方 的な評価は，裁判官の独立を

危うくする危険性，裁判官平等原則に反する疑いがある。」等

の反対意見が出されている。 

 ②の考え方（部総括裁判官とする考え方）の理由としては，

「被評価者と日常的に共に職務を行っており，その職務の実

情を最も良く把握している。」等があ る。これに対しては，「陪

席裁判官を萎縮させるなど，対等な立場で行うべき合議に悪

影響を及ぼすおそれがある。また，陪席裁判官が真に独立し

て裁判を行っ ていないのではないかという外観を生ずるおそ

れがある。」，「部総括裁判官と被評価者との間にしこりが残

り，部の運営に支障を来すおそれがある。」，「小 規模庁で

は，陪席裁判官が多種類の職務に携わっているので，必ずし

も部総括裁判官が被評価者の職務の実情を把握していると

は限らない。」，「あまりに被評 価者に近いために，部総括裁

判官の個性等によっては，正しい評価ができなくなる可能性

がある。」，「上からの一方的な評価は，裁判官の独立を危う

くする危 険性，裁判官平等原則に反する疑いがある。」等の

反対意見がある。 

 ③の考え方（裁判官により構成される委員会又は裁判官会

議とする考え方）からは，「所長や部総括裁判官が一人で人

事評価を行うのは好ましくなく，評価に 客観性を持たせるべ

きである。」，「外部から見て公正さと客観性が担保されてい

る必要がある。」，「個人による評価には限界があり，複数の

目で見る必要が ある。」，「人事評価が本来司法行政上の性



格を持つ以上，裁判官会議が評価者となるべきである。」等

の意見が述べられている。これに対しては，「個々の裁 判官

の具体的な評価を行うことは，事柄の性質上合議体による討

論という手続になじみにくい。」，「裁判官の人格的な側面に

ついて具体的な事実に基づいた記 載をする場合には，一人

の評価者が記載した方が的確に表現できる。」，「評価の責

任の所在を明らかにし，かつ，上位の評価者が下位の評価

者の評価の当否を 適正に判断できるようにするためにも，

一人の評価者が第一次的な評価者となるのが望ましい。」，

「裁判官会議では，現実問題として，裁判官全員で個々の裁 

判官の評価をすることは困難である。また，個々の裁判官の

人事評価が他の裁判官全員に知れるところとなり，プライバ

シーの侵害となりかねない。」等の反対 意見が述べられてい

る。 

 ④の考え方（裁判官の相互評価とする考え方）は，「部総括

裁判官と陪席裁判官が相互に評価し合うことにより，上から

の一方的な評価を回避することができ る。また，上からの一

方的な評価が裁判官の独立を危うくするという批判を回避で

きる。」ということ等を理由とするものである。これに対する反

対意見として は，「常に裁判官全員がお互いの評価を意識

しながら仕事をするという状態になるおそれがある。」，「馴合

い的な評価しかされないことになるおそれがあ る。」，「相互

評価を行いうるのは身近な裁判官等少数にとどまることから，

評価する裁判官の主観を排除することが困難である。」等が

ある。 

（注）諸外国の裁判官（司法官）の人事評価制度における評価者 

○ドイツ（ラインラント・プファルツ州，ノルトライン・ヴェストファ

ーレン州） 

 ドイツのラインラント・プファルツ州においては，裁判官の評

価者は，「直接の上官」とされ，具体的には，地方裁判所・区

裁判所所属の裁判官については地 方裁判所長，地方裁判

所長及び高等裁判所所属の裁判官については高等裁判所

長官とされている。加えて，その評価書面には，「上級庁の所

見」欄が設けられて いる。ノルトライン・ヴェストファーレン州

においても，ほぼ同様である。 



○フランス 

 フランスの司法官の評価は，裁判所の長（所属裁判所の所

長及び控訴院長）により行われている。例えば，民事事件に

ついて我が国の地方裁判所に相当する大 審裁判所所属の

裁判官の場合には，大審裁判所長が勤務評定書を作成して

被評価者が作成した書面と共に控訴院に送付し，控訴院長

は，被評価者を知っている他 の司法官に対して書面で所見

を求め，以上の書面をもとにして，被評価者の評価を行う。 

（注）現在の我が国の裁判官の評価者 

 現在，我が国の裁判官の人事評価に関する基本的な情報

となっているのは，前記（第２・６(2)）の報告書であるが，その

作成者は，地方裁判所長・家庭裁判所長と高等裁判所長官

である。特大規模庁で，所長代行者が作成に実質的に関与

している庁があるが，報告書の名義はそうした庁を含め所長

になっている。 

 地方裁判所・家庭裁判所に所属している裁判官の評価につ

いては，所長による評価に加え，高等裁判所長官に調整者と

しての役割も期待されているが，その際に，長官自らが得た

情報に基づいて付加的な意見を付すことも排斥されていな

い。 

ア （第一次）評価者 

 現行制度においては，下級裁判所の裁判官人事は，最高裁判所

の行う司法行政事務の一環として，最高裁判所の裁判官会議に 

より決定することとされている。そして，その人事決定のための資料

として人事評価が必要となるが，最高裁判所の裁判官会議が直接

それを収集することは実際 上できないため，人事評価制度が必要

となる。このような裁判官の人事評価の制度的な枠組みを考えると，

評価者を誰にすべきかという問題は，多くの裁判官に 関する評価

情報を適切かつ円滑に収集し選別することができるのは誰かという

合目的的な観点から検討するのが適当である。また，評価形式や，

面談，不服があ る場合の手続等の仕組みとの整合性を踏まえる

必要がある。 

 このような観点に立って検討した結果，第一次評価者としては，

地方裁判所・家庭裁判所所属の裁判官については地方裁判所長・

家庭裁判所長，高等裁判所所属の裁判官については高等裁判所

長官とするのが相当であるとの結論に至った。 



 この点については，まず，評価者として，地方裁判所長・家庭裁判

所長や高等裁判所長官と，部総括裁判官のいずれが適当か が問

題になるが，裁判官の意見にも現れているように，部総括裁判官

は陪席裁判官の職務の実情をよく把握し得る立場にあることが多

いものの，部総括裁判官と 陪席裁判官とは合議体を構成し，対等

な立場で意見を闘わせるという関係にあることから，両者の間に評

価者と被評価者という関係を持ち込むことが，やや不適 当な面が

ある。これに対し，地方裁判所長・家庭裁判所長，高等裁判所長官

を評価者とする場合は，被評価者と合議体を構成することは通常

ないばかりでなく， 個々の裁判官に関する情報を広く収集して総

合的な判断を行うことが可能となるなどのメリットがある。特大規模

庁の地方裁判所等において，所長だけでは個々 の裁判官を十分

把握できないおそれがあるとの指摘があるが，そのような庁につい

ては，所長代行者の補佐を得て評価を行うことを認めることによっ

て対応すべ きである。 

 また，裁判官により構成される委員会又は裁判官会議による評価

及び一種の多面的評価といえる裁判官の相互評価による方式 に

ついては，裁判官の意見に現れているような問題点が指摘されて

いる。当研究会では，裁判官により構成される委員会による方式と

すべきであるという意見も あったが，その採用は困難であるという

意見が大勢を占めた。なお，当研究会において，所長や部総括裁

判官といった個人が評価情報を集約して報告することに 抵抗感を

覚える裁判官もいるのではないかという指摘がなされたが，この点

については，人事評価の本人開示等を通じて公正性，納得性を確

保することによって 対応すべきである。 

イ 第二次評価者 

 次に，第一次評価者のほかに第二次評価者が必要か，具体的に

は，地方裁判所・家庭裁判所所属の裁判官について，高等裁判所

長官による評価が必要か否かという問題がある。 

 第二次評価者は，被評価者との関係において，第一次評価者よ

りも遠い位置にいるため，評価資料において制約を受ける面が あ

るが，第一次評価者よりも多数の裁判官の評価を担当すること，多

段階で評価すること自体により，評価の客観性の担保に資すること

が期待できるので，地方 裁判所・家庭裁判所所属の裁判官につ

いては，所長を第一次評価者とし，高等裁判所長官を第二次評価

者とすることが適当である。 



 この場合の第二次評価者の役割としては，第二次評価者が自ら

得た情報に基づく評価の調整と補充になる。具体的には，第二次

評価者は，第一次評価者が行った評価について，文章式（自由記

載方式）でコメントを付すことが考えられる。 

 なお，高等裁判所所属の裁判官については，高等裁判所長官に

よる第一次評価のみで，第二次評価は行われないことになる。 

(2) 評価情報の収集方法等 

  評価のための情報を収集する範囲，方法に関しては，裁判所内

部では，部総括裁判官，同僚裁判官，裁判所職員等からの情報の

収集が検討の対象になるものと考 えられるが，その他に，上級審

の裁判官からの情報を取り入れるか否かといった点についても検

討する必要がある。また，審議会意見は，評価情報の収集方法に 

ついて，「評価に当たっては，例えば自己評価書を作成させるなど，

本人の意向を汲み取る適切な方法，更に，裁判所内部のみではな

く裁判所外部の見方に配慮 しうるような適切な方法を検討すべき

である。」としている。本人の意向を汲み取る方法としては，本人か

ら自己評価書や報告書のような何らかの書面の提出を 受ける方

法の他にも，評価者が本人と面談するといった方法も考えられる。

また，裁判所外部の見方に配慮しうるような適切な方法については，

弁護士（会）， 検察庁，事件の当事者等から意見を聴取することが

検討の対象になる。 

 当研究会は，以上の問題意識の下に，裁判官の意見等のほか，

裁判官の職務の特性や裁判実務の実情，更には，現在の評価情

報の収集の実情（前記第２・６(2)(3)）を踏まえつつ，我が国と同じく

いわゆるキャリア・システムが採られているドイツ及びフランスの実

情等も参考にしながら，評価のための情報を収集する方法につい

て検討した。 

（注）諸外国の裁判官（司法官）の人事評価制度における評価情報の収集

方法 

○ドイツ（ラインラント・プファルツ州，ノルトライン・ヴェストファ

ーレン州） 

 地方裁判所所属の裁判官については，地方裁判所長が，

①評価対象の裁判官の法廷の傍聴，②評価対象の裁判官

が所属する部の裁判長や幹部裁判官（事件処理 を離れて

司法行政を専門的に取り扱う者）からの聴取，③評価対象の

裁判官が処理した事件の記録の閲覧をすることにより，評価



情報を収集する。ただし，記録 の閲覧は，事件を迅速に処

理しているか，丁寧で慎重な扱いをしているか，審理におい

て手続を正確に踏んでいるか，判断を下すことに前向きの姿

勢であるか 等，判決書については，考慮すべき事項をすべ

て考慮したか，判決文の表現が適正であったか，分かりやす

いものであるか，その論理の構成がうまく考えられて いるか

等の調査を目的とするものであり，判決内容の当否には立ち

入ることができない。 

○フランス 

 大審裁判所所属の裁判官の評価の手順・方法は，以下の

とおりである。 

 ①評価の対象となる裁判官が，自らの職務活動について所

定の書面に記載する。②所長が当該裁判官と面談を行う。そ

の上で，所長は，所定の書面に，評価を 記載する。そして，

それを当該裁判官の作成した書面と共に，控訴院に送付す

る。③控訴院長は，当該司法官の職務活動を知っている他

の司法官（大審裁判所の 陪席裁判官の場合にはその裁判

長）に対して，その所見を求める。④控訴院長は，以上の手

続を経て得た書類をもとにして，所長が記載した書面と基本

的に同様 の書式に当該司法官の評価を記載する。 

ア 部総括裁判官，同僚裁判官，裁判所職員等からの情報収集 

 陪席裁判官については，日頃その身近で執務を共にしている部

総括裁判官から情報を得ることが中核になるものと考えられ る。こ

の点に関する裁判官の意見の中には，部総括裁判官が評価情報

を評価者に提供するとなると，陪席裁判官を萎縮させるおそれがあ

るなど，対等な立場で行 うべき合議に悪影響を及ぼすおそれがあ

るといった意見も見られるが，むしろ，日常的に被評価者の身近で

職務を行っており，その執務状況について把握するこ とができる

部総括裁判官から情報提供することによって適正な評価が可能に

なるとする意見の方が多数を占めており，当研究会においても，こ

うした考え方に異 論はなかった。合議への悪影響のおそれについ

ては，部総括裁判官が評価者になる場合と単なる情報提供者にな

る場合とは質的に異なる（次に述べるように，情 報提供者というこ

とでは，陪席裁判官も部総括裁判官についての情報の提供者にな

り得る立場にある。）。 

 次に，同僚裁判官や裁判所職員等からの情報収集の在り方が問



題になる。 

 後に検討するが（後記ウ参照），第一次評価者が評価をするに当

たり各裁判官と面談する方式を採り入れれば，これにより， 評価

の前提となる事実について本人の確認を得られるとともに，他の被

評価者に関する同僚裁判官としての情報を得ることもできるので，

情報源の多元化にも資 することができる。 

 また，書記官等の裁判所の一般職職員からの情報も，部の運営，

職員に対する姿勢等について顕著な事由がある場合には，部 総

括裁判官，同僚裁判官，幹部職員等を介するなどして第一次評価

者にもたらされることが考えられる。その情報の信頼性については，

被評価者との面談等にお ける確認が必要であるが，こうした情報

を排斥する必要はない。ただし，それ以上に，システム的にそうした

情報を収集することについては，裁判官の相互評価 と同様の問題

があり，弊害が予想されるので，適当ではない。 

イ 上級審裁判官からの情報を取り入れることの当否 

 評価情報の収集方法に関し，上級審裁判官からの情報の取扱い

が問題になる。 

 上級審裁判官は，原審判決等の適否，当否を判断する立場にあ

るところから，この問題を考えるに当たっては，裁判官の判決・決定

等の判断内容自体を人事評価の対象とすることはできないという，

裁判官の職権行使の独立の原則との関係に配慮する必要がある。 

（注）上級審裁判官からの情報を取り入れることに関する裁判官の

意見 

  消極の立場からは，「上級審が人事評価に関与するとなる

と，下級審の活気を失わせるおそれがあるなど，影響が少な

くない。」，「上級審に上がってくるの は，被評価者が担当し

た事件のうち，上訴された一部の事件にすぎないので，的確

な評価をなし得るか疑問がある。」等が理由として述べられて

いる。他方， 「上級審は，下級審の裁判官の判決等から，そ

の能力を客観的に見ることができる。」，「被評価者の一部の

判決，決定であっても，その裁判官としての経験年 数からみ

て当然備えているべき技量に欠けているといった場合には，

そのような事情を評価の対象としてよい。」，「上級審から事

件処理の内容を見る場合，サ ンプルが少ないと偏りが出る

おそれもあるが，数年間評価を積み上げていけば評価が可

能である。」等を理由に積極の考え方も強い。 



  現在でも，多くの上訴事件の判決と記録を通して見た原審裁判

官の仕事振りや力量について，顕著な事由がある場合に，そうした

情報が高等裁判所の裁判長等か ら高等裁判所長官に伝えられ，

それが高等裁判所長官の評価に反映されることがあるが，それ以

上に，システム的，網羅的に評価に取り込むことについては，原 

審裁判官の職務遂行に与える影響等を考慮しつつ，慎重に検討す

る必要がある。確かに，上級審裁判官から見ると，原審裁判官の

能力がよく分かるという側面が ある。しかし，上級審裁判官を人事

評価にシステム的に関与させ，原審裁判官の仕事振りを恒常的に

評価させることは，上訴手続の中に人事評価手続を正面から 持ち

込むことになり，上級審裁判官による原審判決等の内容的当否に

ついての判断が人事評価に紛れ込むおそれも否定しきれない上，

原審裁判官が人事評価への 顧慮からことさらに上訴を回避しよう

とする傾向を生じさせるといった弊害も懸念されないではない。 

 こうしたことを総合考慮すると，上級審裁判官からの情報を取り入

れることについては，良否いずれにせよ顕著な事由がある 場合に，

その情報が評価者に提供されることを是認するという限度にとどめ

るのが相当である。そして，上級審裁判官からの情報が評価に取り

入れられた場合に は，そのことについて評価書面に記載するなど，

何らかの形で明らかにすることが望ましい。 

ウ 本人の意向を汲み取る方法 

 本人の意向を汲み取る方法について，審議会意見は，前記のと

おり，「評価に当たっては，例えば自己評価書を作成させるなど，本

人の意向を汲み取る適切な方法…を検討すべきである。」としてい

る。 

 この点について，当研究会は，裁判官の意見のほか，フランスの

司法官及びイギリス（ウェールズ・チェスター巡回区）の非常勤地方

判事について採られている方法等も踏まえ検討した。 

（注）諸外国の裁判官（司法官）に関し本人の意向を汲み取る方法と

して採られている例 

○フランスの司法官 

  評価の対象となる司法官が作成する人事評価に関

する書類には，「司法官の活動についての記述」とい

う記載欄が設けられている。この欄には，評価の対象

とな る期間において，自分がどのような活動をしたか

を総合的に記載することになっている。具体的には，



担当した職務の内容，事件の種類，判決等の数，委

員会活 動への参加，付属的な活動等について記載

する。客観的な事実を記載するものであり，自らの活

動についての自己評価を記載するものではない。この

書類は，所 属裁判所の所長を通じて控訴院に送付さ

れる。  

○イギリス（ウェールズ・チェスター巡回区）の非常勤地方判

事 

 ウェールズ・チェスター 巡回区の非常勤地方判事に

ついて，評価制度の一部として自己評価表を作成す

る方法が採用されている。自己評価表の記載事項は，

「これまでどのような種類の 事件を審理し，その分配

はどのようなものだったか。」，「過去１年間の仕事内

容についてもっとも満足している点は何か。」，「どのよ

うな困難を経験した か。」，「自分の仕事ぶりをどのよ

うにすればより良くすることができたと思うか。」，「昨

年度の間にどのような研修を受けたか，研修の成果

はあったと思う か。」，「今後更にどのような研修又は

助けが必要だと思うか。」，「過去１２か月間に何回指

導官と連絡を取ったか。」等である。 

(ｱ) 自己申告書面の提出と面談の制度を設ける意義 

 当研究会は，人事評価について本人の意向を汲み取る方

法として，従事した職務活動等に関する記載をした書面（自

己申告書面）の任意的な提出制度と，第一次評価者が被評

価者と面談する制度を設けることが適当であると判断した。 

 このような制度を設けることについては，以下の３つの意義

が認められる。 

 ①評価者が，本人からその職務遂行に関係した事項等に

ついて自己申告を受け，さらに本人と面談をすることによって，

新た な情報を把握したり，既に得ている情報の正確性につ

いて吟味したりすることができるなど，評価の客観性を担保

する上で有益である。②面談のプロセスを通じ て，評価者

が本人に対し評価に関する認識をフィードバックすることによ

り，本人が自己の特性，問題点等を認識する契機となり，自

己研さんに資することにな る。従来は，評価の結果が本人

にフィードバックされることが少なかったため，本人が自己の



問題点に気付かず，改善の機会を失うこともあったと考えら

れる。 ③評価者に対する本人からの説明の機会を保障する

ことにもなるので，評価に対する本人の納得性を高めること

にもつながる。 

（注）本人の意向を汲み取る適切な方法に関する裁判官の意

見 

  大別して，①「評価権者との面談の機会」を設ける，

②「執務状況に関する報告書」を提出する（全員が提

出するという考え方と任意にするという考え方があ る。

「裁判官第二カード」の記載欄を充実，活用するとの

意見もある。），③「自己評価書」を提出する（全員が

提出するという考え方と任意にするという考え 方があ

る。）という３つに分かれている。 

(ｲ) 自己申告書面 

 自己申告は，その正確性を確保するために書面によるの

が適当である。評価者との面談に先立って，自己申告書面

が提出されていれば，面談を円滑に，しかも充実した形で実

施することにも資する。 

 もっとも，自己申告を希望しない裁判官にそれを強制する

のは適当でないので，自己申告書面の提出は任意的なもの

とすべきである。また，自己申告書面の提出の有無自体をも

って，人事評価に反映させるようなことをしてはならないこと

は当然である。 

 自己申告書面の記載事項としては，評価対象期間におい

て従事した職務活動に関するものを中心とすることになるが，

申告者の記載の自由度を高めるため，基本的に文章による

自由記載方式とすることが考えられる。 

 自己申告書面に記載することが考えられる事項としては，

事件処理に関する事項（例えば，事件処理に当たり，成果が

あった と考える点，配慮・工夫した点，苦労した点等を記載

する。），事件処理以外に関する事項（例えば，事件処理以

外の日常の事務，職員・司法修習生に対する教 育・指導等

に関し，成果があったと考える点，配慮・工夫した点，苦労し

た点等を記載する。）等が想定される。 

 なお，当研究会において，各人が各評価項目について自己

評価書面を作成し，それを評価者の評価と対比することによ



り，自 己啓発に役立ててはどうかとの意見も出された。この

ような自己評価は，民間部門において，目標管理の手法に

よる業績評価の一環として採用されている例が見 られるが，

前述のように裁判官の人事評価において目標管理の手法を

採ることは不可能であり，事件処理能力，組織運営能力及び

一般的資質・能力について，本 人の評価を求めることは相

当でないとの意見が多数を占めた。ただ，自らが設定し実行

した担当職務に関する目標なり実績について，自己申告書

面に記載するこ とは妨げられない。 

（注）「自己評価書」の提出に関する裁判官の意見 

  提出に積極的な考え方としては，「自己研さんに役

立つ（自己の問題点を検討し，反省する機会にな

る）。」，「自己評価の再確認を促す。」，「自己の専門

性 をアピールする手段にもなる。」，「評価者の評価

の客観性が担保される。」，「本人の納得が得られ

る。」等がある。これに対し，消極的な立場からは，

「評 価者との間で軋轢を生じる。」，「自己アピールの

手段となるが，自己に厳しい者，謙虚な者ほど評価さ

れなくなる。」，「自己評価の客観性を担保することが 

できるかという問題がある。」，「自己評価がかえって

心理的な圧迫，負担となる。」，「裁判官の独立に影響

を及ぼすおそれがある。」といった意見が出され てい

る。 

(ｳ) 評価者との面談 

  第一次評価者は，裁判官の人事評価書を作成するに先

立ち，被評価者から自己申告書面が提出されたときはそれ

をも踏まえ，評価等に関して被評価者と面談を行 う制度を

導入することが適当である。この面談は，被評価者による自

己申告書面の提出の有無に拘わらず，被評価者全員と行う

ものとする。 

 第一次評価者は，この面談を前記の趣旨（(ｱ)）に則って行

う必要がある。面談の際に取り上げられる事項としては，自

己 申告書面に記載することが考えられる例に列挙した事項

を始めとして，評価項目に関連する事項がまず考えられる。

評価に影響を及ぼすべき重要な事実について は，面談の

際に本人に確認することが適当である。このほか，評価と関



連する事項として，次期異動における任地の希望，担当事務

についての希望等について も，面談事項に加えることが考

えられる。 

 面談の制度を導入する場合，評価者の負担が増し，特に

大規模庁においては，その実施に膨大な時間を要するもの

と推測され るが，この面談は，新しい人事評価制度の中で

重要な役割を担うことが期待されるものであるから，充実した

面談が行われることを望みたい。面談対象者が多数 に及ぶ

庁においては，第一次評価者のほか，その代行者も担当す

ることができるものとすることにより，面談が円滑に実施され

ることを期すことが相当である。 

エ 裁判所外部の見方に配慮する方法 

 審議会意見は，「評価に当たっては，…裁判所内部のみではなく

裁判所外部の見方に配慮しうるような適切な方法を検討すべきで

ある。」としている。 

 審議会意見がいう「裁判所外部の見方にも配慮しうるような適切

な方法」を検討するについては，どのような方法によって外 部の見

方を評価情報として取り入れていくのか，また，収集された情報の

価値をどのように吟味するのかが問題となる。加えて，裁判所外部

の見方を取り入れる ことによって，裁判官の職権行使の独立に影

響を及ぼすようなことがないように留意する必要がある。 

 当研究会は，このような問題意識の下に，審議会における議論や

諸外国の実情，更にはこの問題に関する裁判官の意見も参考にし

つつ検討した。 

（注）審議会の審議における裁判所外部の見方に配慮する方法に関

する委員の意見 

 審議会の審議においては，意見がまとめられるについて，

積極，消極の立場から，様々な意見が出されたので，ここで

簡単に紹介しておくこととする。 

 積極的な意見としては，「検察官や弁護士等による外部評

価を一定期間ごとに行うことによって内部評価とあわせて評

価を行うべきである。」，「検察庁と弁 護士会の人たちの意見

を聞くことになるだろう。」，「法曹関係者，裁判利用者の声が

反映されて決定していく必要があると思う。」，「法律専門家が

独立の名 の下に独善に終わっているのではないか。」等が

あった。 



 これに対し，慎重に検討すべきであるという立場から，「裁

判官の職権行使の独立から考えると外部の者の意見なり評

価なりを評価の正式の資料とするのはい かがなものか，第

三者が裁判官全体について評価できるとは思わない，自分

の事件に関連した当事者の評価は危険ではないか。」，「裁

判所の組織の自律権の尊 重の点から難しい。」，「外部評価

が実現可能なシステムができるか，本当に効果のあるような

ものができるならやるというのでもよいのではないか。ただ，

海 外でもなかなか導入されていないというのは，実際にシス

テムがうまく機能していないのではないか。」，「裁判官の職

権行使の独立の点から，事件関係者を含 めた外部の声を

決定的な要素として入れることは，全く排除するまでのことは

ないかもしれないが，限界があるのではないか。」，「一人一

人の裁判官の外部評 価はできないだろう。」，「事件の当事

者による主観的な立場からの評価はなかなか難しい。」との

意見が出された。 

 審議会における議論（主として第５６回）においては，以上

のような意見のやりとりの上で，外部の声がどのように反映さ

れるかについては検討する必要があるとされ，その後，審議

会意見にあるように取りまとめられることとなったものである。 

（注）諸外国の裁判官（司法官）の人事評価制度における裁判所外

部の見方に配慮する方法 

 ドイツ（ラインラント・プファルツ州，ノルトライン・ヴェストファ

ーレン州）の裁判官，フランスの司法官については，人事評

価の過程に裁判所外部の見方を取り入れるための方策は，

採用されていない。 

 これに対し，アメリカにおいては，州の中には，裁判所の各

種委員会や法律家協会が，弁護士や陪審員，裁判関係者等

に対し，質問票を送付したり，ヒアリン グを実施するなどして，

評価を行っている州もある（ニュージャージー州など。資料６

参照。）。その主たる目的は，裁判官の教育，能力向上にあり，

また，裁 判官の再任，選挙・信任投票の際の参考資料の提

供が目的とされているものもある。 

  裁判官がその職務を行うに当たって独善に陥ることは最も避け

なければならないことであり，当事者をはじめ裁判所外の関係者等

の声に謙虚に耳を傾ける姿勢を 持つことは重要である。しかし，審



議会の審議においても指摘されているとおり，裁判官の人事評価

の資料として，裁判所外部からの情報を取り入れることに関 して

は，種々の問題がある。裁判官の事件処理能力に関して評価を下

すには事件の内容を理解している必要があるから，まず，第一に当

事者等事件関係者から情 報を求めることが考えられるが，事件関

係者は，裁判の結論に直接の利害関係があるので，その内容と切

り離して評価情報を提供することには困難な面があり， 客観性の

ある評価を期待し得るのか，その情報提供が裁判の判断内容にわ

たる場合には，裁判官の職権行使の独立性の確保の観点から適

当かという問題がある。 また，十分な資料を得るためには，事件関

係者に相当広い範囲でのアンケート調査等をする必要があるが，

事件処理能力に関する事項についてはもちろん，法廷 における裁

判官の言動等，一般的な資質能力に関係する事項であっても，事

案の内容や経緯と無関係に評価を下すことができないことが少なく

ない。そこで，評 価情報の信頼度を判定するために広範囲な事件

内容の調査を行うことになれば，そのこと自体個々の裁判官に対

する心理的影響，事件の審理に及ぼす影響等から して適当では

ないし，実行も困難であろう。それでは，事件関係者に限らず，一

般的に部外者から裁判官の評価について意見を聴くことにするの

はどうかという ことになるが，そうした方法では，果たして客観的な

事実に基づく責任をもった意見を述べることが可能なのか，単なる

人気投票と化すおそれがあるのではない かという疑問が生じる。

さらに，当事者そのものではなく，当事者サイドの情報を広く集める

ことが可能な団体として，例えば，弁護士会に評価情報の提供を求 

めることとした場合，権衡上検察庁にも同様に評価情報の提供を

求めることになろうが，このように組織に対して個々の裁判官に関

する評価情報を求めること は，裁判官の職権行使の独立性確保

の上で問題が出てこよう。なお，実際問題としても，例えば，大規模

庁で訴訟事件を担当せず，民事執行事件のみを担当する 執行部

で勤務している裁判官のように，当事者との接触が少ない裁判官

の場合，上記のような調査を実施し難いので，すべての裁判官に

ついて同様の方式を採用 できないという問題もある。 

 アメリカの州裁判所の中には，代理人，当事者等へ質問票を送付

する方法による調査（アンケート調査）等を行っているとこ ろがある

が，評価の目的が主として裁判官の教育，能力向上に置かれてい

る点において我が国と異なっているし，ドイツ（ラインラント・プファル



ツ州，ノルト ライン・ヴェストファーレン州）やフランスでは，評価に

当たって裁判所外の者の意見を取り入れることは行われていない。

以上検討したところに加え，こうし た外国の状況も念頭に置くと，

裁判官の人事評価の資料を得ることを目的として，事件関係者そ

の他の部外者を対象とするアンケート調査等を行うことは相当で 

はない。 

 もっとも，裁判官の執務状況に関する弁護士等の事件関係者の

見方については，現在でも，直接又は書記官室等を通じて間接 的

に評価者（地方裁判所長・家庭裁判所長等）にもたらされることが

あり，それが事務の取扱いに関する不服である場合には，司法行

政上の監督権の発動を求め る申立ての形で，所長等に提出され

ることもないではない。こうした裁判所外部からもたらされる様々な

情報にも，前述の利害関係に基づくバイアスの問題や裁 判官の

職権行使の独立に対する影響の問題はあるが，組織的に広範囲

のアンケート調査をする場合のような弊害はない。こうした形でもた

らされる情報をすべて 排斥することは，裁判所外の声に敢えて耳

をふさぐものであって相当ではなく，評価者において適切に取捨選

択の上，評価に活用することが求められる。そし て，評価者がそう

した情報を評価に取り入れるについては，バイアスのかかった不適

切な情報等を排除するため，被評価者本人に事実関係を確認する

ことが必要 である。 

 なお，当事者，代理人等裁判所外部の者からもたらされる情報の

中には，裁判官の執務や裁判所の運営の改善に対して参考と な

る意見が含まれていることがあるが，それらについては，評価の問

題とは切り離して，研修その他の場を通じ，裁判官の執務や裁判

所運営に生かすことが望ま れる。 

(3) 評価の実施時期等 

  人事評価が資料として利用される裁判官人事の一つとして，裁

判官の異動・配置があるところ，裁判官の異動は，必ずしも固定的

な年数の間隔で行われているわ けではないことからすれば，人事

評価を数年に１回行うとしたのでは，配置の検討に適切な資料を確

保できないことになる。したがって，基本的には，毎年，一 定の時

期に評価を行うことが適当である。 

５ 本人への開示及び不服がある場合の手続 

  審議会意見は，「裁判官の人事評価について，…評価内容の本人開

示と本人に不服がある場合の適切な手続を設けるなど，可能な限り透明



性・客観性を確保する ための仕組みを整備すべきである。」とし，「評価

の内容及び理由等については，評価対象者本人の請求に応じ，評価対

象者本人に対して開示すべきであ る。」，「評価内容等に関して評価対象

者本人に不服がある場合について，適切な手続を設けるべきである。」と

している。 

(1) 本人への開示 

  本人への評価の開示については，裁判官の中にも，制度を導入

することに対して，積極，消極の両意見が見られるので，導入の意

義，問題点等を明らかにした 上，仮に開示することとした場合の範

囲，方法について検討する必要がある。この手続は，これまでの我

が国においては，公務部門では制度化されておらず，裁 判官につ

いても同様の実情にあるので，この手続に関する我が国の公務部

門の動向，更には諸外国の制度の実情等も踏まえて検討した。 

（注）公務部門の人事評価制度における評価の本人開示の手続 

○人事院の研究会報告 

 実績評価の結果については，第一次評価者は，個々の目

標の達成状況について，業務遂行上の改善点に関するアド

バイスとともに被評価者に開示すべきである としている。そ

の理由としては，行った仕事が業務を管理する者にどう評価

されたかを明示することにより被評価者の仕事への意識を高

め，また，業務遂行上の 改善点の自己認識を促すことが挙

げられている。 

 また，能力評価については，第一次評価者が被評価者と面

談を行う過程で部分的に開示することが考えられている。す

なわち，第一次評価者は，被評価者の自 己評価を踏まえて

面談を行うこととし，その面談に当たっては，上位評価者と協

議の上，被評価者の１年間の職務遂行における行動のうち，

長所として更に伸ば すべき部分あるいは改善すべき部分，

自己評価と上司からみた評価に乖離がある部分等に言及し，

指導・助言を行うことが必要かつ重要であるとしている。そし 

て，このような過程において部分的な開示が考えられている。 

○公務員制度改革大綱 

 評価の本人開示に関して，「評価の公正性・納得性を確保

するため，…評価のフィードバック …などを，各府省の実情

を踏まえつつ行う…。」（Ⅱ新たな公務員制度の概要―１新人

事制度の構築―(4)能力評価と業績評価からなる新評価制度



の導入―②具体的措置―ウ評価制度の適正な運用を図るた

めの仕組みの導入等）としている。 

（注）諸外国の裁判官（司法官）の人事評価制度における評価の本人開示

の手続 

○ドイツ（ノルトライン・ヴェストファーレン州） 

 評価対象の裁判官には，評価書が人事記録に編綴される

前に，評価書の写しが送付される。（後記(2)の注参照） 

○フランス 

 控訴院長の暫定的な勤務評価が司法官に対する仮の評価

として本人に示されている。控訴院長の最終的な勤務評価も

本人に示される。（後記(2)の注参照） 

ア 本人開示制度導入の当否 

 人事評価の本人開示制度を導入することの当否については，裁

判官の意見においても，開示により，人間関係の円滑を欠き無 用

の混乱を招くおそれがある，本人がやる気を失ったり悩んだり不満

をためたりするおそれがある，評価ばかりを意識する裁判官が出て

くるおそれがある，評価 の記載が抽象的になったり当たり障りのな

いものとなり，評価者の率直な評価を阻害するおそれがある等の

問題点が指摘されている。 

 これらの危惧は根拠のないものではないと考えられるが，少なくと

も裁判官の人事評価に関する限り，職権行使の独立性に影 響を

及ぼすような評価が行われているのではないかとの疑念をいささか

も生じさせないことが必要である。開示の基本的な意義は，制度の

透明性を高めることに あるが，更に，開示された評価について被

評価者に意見を述べ，評価を是正する機会を提供することにより，

評価の適正さを担保するとともに，被評価者の納得 を高める機能

が期待できる。また，本人開示は，人事評価を被評価者の自己改

善に活用する機会を与えることになる。こうしたことからすると，上

記問題点も念 頭に置きながら，人事評価を本人に開示する方向で

検討すべきである。 

イ 開示の手続 

(ｱ) 開示の対象者 

  開示の対象者について，審議会意見は「評価対象者本人

の請求に応じ，評価対象者本人に対して開示すべきであ

る。」としており，開示は本人の権利として保障 することに主

眼があるから，自己の人事評価の開示を希望する者に対し



て開示することが相当である。人事評価を本人の自己研さん

（能力開発）に役立てるとい う要請に重点を置けば，被評価

者全員に対して希望の有無にかかわらず開示することも考

えられるが，その要請に対しては，自己申告と面談のプロセ

スを通じて 応えることもできる。 

 なお，開示を求めることそれ自体をもって被評価者を不利

益に取り扱ってはならないことは当然である。 

(ｲ) 開示対象とする人事評価の範囲 

  開示の対象とする人事評価の範囲については，部分的な

開示という考え方もあり得るところではあるが（前記人事院の

研究会報告においても，能力評価について は部分開示が

考えられている。），既に言及した本人開示等の意義（ア）を

踏まえると，開示は評価書面に記載されている全ての内容

について求めることができ るものとするのが相当である。な

お，評価情報の円滑な収集等の要請から，人事評価に当た

って検討した情報の開示は適当ではない。 

(ｳ) 開示の具体的方法 

 評価書面に記載されているすべての内容について開示を

求めることができるとした場合には，開示は，所定の期間内

に開示の申出をした者に対し，評価書面の写しを交付する方

法によって行うことが簡明であろう。 

 第一次評価に加えて第二次評価がされる場合には，第二

次評価がされた段階で開示することが相当である。 

(2) 不服がある場合の手続 

  人事評価に不服がある場合の手続については，評価の過程に

おいて本人の意向を汲み取る方法や評価の開示について，どのよ

うな形で制度を構築するのかといっ た点とも関連させて検討するこ

とが適当である。この手続についても，本人開示の手続と同様，こ

れまでの我が国においては，公務部門では制度化されておら ず，

裁判官についても同様の実情にあるので，この手続に関する我が

国の公務部門の動向，更には諸外国の制度の実情等も踏まえて

検討した。 

（注）公務部門の人事評価制度における不服がある場合の手続 

○人事院の研究会報告 

 評価の実施と苦情相談について，「評価者は，評価に関す

る無用な不満が生じないよう，また，不満が生じた場合でも評



価の過程で解決するよう評価を実施す べきである。そのた

め，手続を遵守し，客観的に評価を実施することに加え，面

談の際には被評価者の意見・考えをよく聴くとともに自分の

考えを十分に説明 し，評価結果についての納得や評価シス

テムに対する理解を得るよう努めることが必要である。これに

よっても評価に関する不満・苦情が解消しない場合に，苦 情

相談を利用できるようにすべきである。…」としている。 

 そして，苦情相談の体制については，「…評価は各組織の

責任において行われること，また，被評価者が直ちに利用し

やすいものとすべきであることから，評 価に関する苦情相談

は各府省の組織内での対応を基本とすべきである。また，評

価結果についての不満・苦情を解決するためには，職員の職

務状況やその職場に おける評価基準及びその運用状況の

詳細な把握が必要であるので，人事院は第三者機関として，

原則として組織内において解決し得なかった評価手続に関す

る不 満・苦情に対応することが適当である。」としている。 

 さらに，評価結果に対する不満・苦情への対応方法として

は，「評価結果に関する不満・苦情は，基本的に評価ラインで

対応する。①被評価者は第二次（第三 次）評価者に不満・苦

情の理由を書面で明らかにして面談を求める。②第二次（第

三次）評価者は，被評価者及び評価者から事情聴取の上，

評価の考え方や基準 を説明するとともに，その判断を双方

に伝達。さらに，人事部局にもその記録を提出する。③面談

における事情説明あるいは検討結果に納得が得られなかっ

た場 合は，被評価者は，評価結果に対して不満・苦情のあ

る旨をその理由を付して人事部局へ申し出。人事部局は，上

記②の記録及び被評価者からの申出を踏まえ， 事情聴取を

行うなど必要な対応を行う。」としている。 

 このように，人事院の研究会報告においては，評価に対す

る不服に関しては苦情相談の仕組みの中で対応することが

考えられている。 

○公務員制度改革大綱 

 公務員制度改革大綱においても，上記と同様に，「評価の

公正性・納得性を確保するため，…職員の苦情に適切に対

応する仕組みの整備などを，各府省の実情を踏まえつつ行う

…。」（Ⅱ新たな公務員制度の概要―１新人事制度の構築



―(4)能力評価と業績評価からなる新評価制度の導入―②具

体的措置―ウ評価制度の適正な運用を図るための仕組みの

導入等）としている。 

（注）諸外国の裁判官（司法官）の人事評価制度における不服がある場合の

手続 

○ドイツ（ノルトライン・ヴェストファーレン州） 

 評価対象の裁判官には，評価書が人事記録に編綴される

前に，評価書の写しが送付される。その内容に不服がある場

合には，評価書の発送をした日から１週間 以内に反対意見

を書面で提出することが許されており，その書面は人事記録

に収められる。それでも評価者が評価の内容を変えなければ，

上級庁に対して異議を 述べることができる。 

 さらに不服がある場合，行政訴訟を提起することも可能で

ある。行政裁判所は，勤務評価のプロセスに問題はないか，

論理に整合性があるかを調査し，訴えに理由がある場合に

は，新しい勤務評価を行うように，地方裁判所長あるいは高

等裁判所長官に命じることになる。 

 なお，評価により裁判官の独立が侵害されたと主張する場

合（例えば，勤務評価の中に「常に間違った判決を言い渡し

た。」という記述がされている場合など）には，裁判官服務裁

判所に申立てをすることができる。 

※裁判官服務裁判所 

  裁判官が基本法の原則又は州の憲法的秩序に反

したことを理由として，連邦議会又は州の議会から訴

追されたときは，連邦憲法裁判所が事件を審理する

が，それ 以外の場合における裁判官の身分は，この

裁判官服務裁判所の管轄に属することとされている。

裁判長，常勤陪席裁判官，非常勤陪席裁判官により

構成される。 

○フランス 

 まず，控訴院長による暫定的な勤務評価が，司法官に対す

る仮の評価として本人に示される。これに対して不服のある

司法官は８日の間に意見書を提出することができ，必要があ

れば控訴院長が評価を修正する。 

 次に，控訴院長による最終的な勤務評価について不服が

ある司法官は，１５日の間に昇進委員会に対して異議を申し



立てることができる。昇進委員会は，本人 及び評価者の意

見を聴取した後，理由を付した見解を表明し，その見解は当

該司法官の個人ファイルに書き込まれる。ただし，その見解

は，異議が申し立てられ た勤務評価に取って代わるもので

はない。 

 さらに不服がある場合，コンセイユ・デタ（行政裁判所の最

上級審）に申し立てることができる。 

※昇進委員会 

  破棄院長が委員長となり，破棄院検事長の他，司

法省所属の司法業務査察局長，同じく司法業務担当

局長，破棄院特等司法官２名（裁判官１名，検察官１

名。破 棄院所属の特等司法官全員の互選により選

出。），控訴院長２名及び控訴院検事長２名（控訴院

長全員及び控訴院検事長全員の互選により選出。），

全等級を代 表する司法官１０名により構成されてい

る。 

ア 基本的な手続 

 当研究会は，裁判官の人事評価の具体的な手続として，本人の

自己申告書面の作成に始まり，評価者による面談，評価，そして，

希望者に対する人事評価書面の開示という手続を提言している

（前記４(2)ウ，５(1)）。 こうした手続の流れを前提にして，人事評価

に不服がある場合の手続の在り方を考えると，被評価者が評価の

内容について不服を述べる機会を保障し，それを受 けて評価者が

評価内容を再考する手続を設けるとともに，その過程及び結果を

記録化するものとすることが相当である。 

 この点に関して，不服について判断するための第三者機関を設

けるべきであるとの考え方もあり得るところである。しかしな がら，

既に述べたように，裁判官の１回１回の人事評価は，それだけで直

ちに何らかの人事上の結果に結びつくような性格のものではなく，

情報の集積という側 面を有しており，また，評価形式として基本的

に文章式評価を採用するという当研究会の立場からは，評価を争

うために特別の機関を設けるといった必要性は乏 しい。むしろ，上

記のような手続を通じてその評価について意見を述べる機会を保

障し，それを契機として評価者が再考するという手続がとられる方

が，実質的 な対応となり得る。ちなみに，前記のとおり，ドイツ（ノ

ルトライン・ヴェストファーレン州）及びフランスにおいても，評価に



不服がある場合の手続として は，評価者による評価，それに対す

る被評価者の意見の提出，評価者による再考，被評価者による異

議申立てという組織内におけるプロセスが基本となっている （フラ

ンスの場合には昇進委員会に対して異議申立てを行うことになって

いるが，同昇進委員会が被評価者の異議申立てについて表明する

意見は，評価者による 評価に代わるものではないこととされてい

る。）。 

イ 不服がある場合の具体的な手続 

 人事評価に不服がある場合の具体的な手続としては，①評価に

ついて不服のある被評価者からその理由を記載した書面の提出，

②評価者による評価の再考といった流れとし，その過程及び結果

を人事記録と一体として保管することによって，記録化するものとす

る。 

 第一次評価に加え，第二次評価がされる場合において，評価に

ついて不服があるときの具体的な手続の流れとしては，以下のとお

りとすることが考えられる。 

① 第一次，第二次評価者による各評価 

② 所定の期間内に第二次評価者に対する開示の申出 

③ ②の申出をした者に対する評価書面の写しの交付 

④ 評価の内容について不服のある者が所定の期間内に不服の

申出（この申出は，不服の理由を具体的に記載した書面を提出す

る方法により行う。） 

⑤ 第一次評価者が被評価者，部総括裁判官その他関係者との

面談等による事実の確認（必要に応じて） 

⑥ 第一次評価者による評価の再考 

⑦ 第二次評価者が被評価者，第一次評価者その他関係者との

面談等による事実の確認（必要に応じて） 

⑧ 第二次評価者による評価の再考 

⑨ 第二次評価者から被評価者に対する結果の通知 

ａ 修正した評価書面の写しの交付 

ｂ 評価の不修正の通知 

 なお，第一次評価に加え，第二次評価が される場合には，第二

次評価を経た評価を対象として不服の手続を考えるのが相当であ

る。もっとも，第一次評価者は，被評価者に近い立場にいるので，

不服が ある場合の手続は，第一次評価者を介する形で進めるの

が適当である。具体的には，②，③，④の手続は，第一次評価者を



介して行うものとし，また，不服の申 出後の事実の確認，評価の

再考等についても，必要に応じて，⑤，⑥のように，まずは第一次

評価者において行うことになる。 

 以上の過程については，その経過の概要を記録するとともに，被

評価者の不服の理由を記載した書面等を人事記録と一体として保

管することによって，記録化する。 

 高等裁判所所属の裁判官のように，第二次評価がされない場合

は，第一次評価者による評価を対象に①ないし⑥及び⑨の手続が

採られることになる。 

 なお，評価者による再考の結果に不服がある場合の取扱いにつ

いては，再考の結果の通知を受けてから所定の期間内に更に不服

の理由を記載した書面が提出された場合には，その書面も人事記

録と一体として保管するのが適当である。 

６ 制度化の方法 

 裁判官の人事評価について，可能な限り透明性・客観性を確保するた

めの仕組みを整備するに当たっては，何らかの法規上の根拠が必要とな

る。 

 この点について，当研究会においては，裁判所法には，裁判官の任命，

身分保障，懲戒，報酬等の規定が置かれており，人事 評価の結果が任

命や報酬に反映されるものであるとすると，任命等と同様に，人事評価制

度についても，少なくとも基本的な規定については裁判所法に定められ 

るべきではないかとする意見も述べられた。 

 しかしながら，裁判官の人事評価制度は，裁判官の配置その他の裁判

官人事とも密接に関連するものであり，憲法７７条１項 が最高裁判所に

規則制定権を与えている「裁判所の内部規律に関する事項」の典型であ

るといえる。また，最高裁判所において制度設計をする方が，裁判官の職 

務の特質，実情等をよりよく踏まえた制度を構築し得るものと考えられる

から，裁判官の人事評価制度については，最高裁判所規則により整備す

る方が憲法の趣 旨により適合しているものといいうる。当研究会では，こ

のような意見が多数を占めた。 

第７ 終わりに 

 日々の裁判が適正に 行われるためには，また，そのことについて国民

の信頼が十分に確保されるためには，優れた資質・能力を備えた裁判官

が，各裁判所に適切に配置され，意欲を 持って職務の遂行に当たること

が不可欠である。したがって，裁判官の人事評価制度は，裁判官の資質・

能力を適正に評価でき，その意欲の向上に資するもので なければならな



いが，裁判官の職務が多面的かつ総合的な資質・能力を要するものであ

ることに加え，既に述べたように，評価資料の収集についても，その職 務，

身分の特性から特別な配慮を要する点があるため，評価の実施にはもと

もと大きな困難が伴っている。また，本報告書において，当研究会が提言

した裁判官 の人事評価制度には，裁判所にとって未経験の全く新たな試

みがいくつも含まれている。それだけに，その制度化や実施の段階にお

いては，様々な問題に直面す ることが予想される。今後，裁判所におい

て，裁判官の人事評価制度の整備に取り組むに当たっては，その運用に

ついて不断の検証を行うとともに，そこに現れ た問題を克服するために，

叡智をもってかつ柔軟に対応していくことが求められよう。 

 裁判所においては，当研究会が本報告書で示した考え方を踏まえ，新

たな裁判官の人事評価制度を構築するとともに，それによって，裁判官の

資質と国民の裁判官に対する信頼とを一層高めていくことに努めるよう期

待したい。 

 


